
 第  号議案

  品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和  年  月  日

                   品川区長  濱  野   健  

   品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 品川区国民健康保険条例（ 昭和３４年品川区条例第２０号） の一部を次のよ

うに改正する。

第１２条第１項中「 ２０歳」 を「 １８歳」 に改める。

第１４条の３各号列記以外の部分中「 第１９条の２」 の次に「 および第１９

条の４」 を加え、同条第１号ウ中「 第８１条の２第４項」 を「 第８１条の２第

５項」 に改め、同号エ中「 第８１条の２第９項第２号」 を「 第８１条の２第１

０項第２号」 に改め、同条第２号エ中「 第７２条の３第１項」 の次に「 および

第７２条の３の２第１項」 を加える。

第１５条の４第１項第１号中「 １００分の７．１３」 を「 １００分の７．１

６」 に改め、同項第２号中「 ３万８，８００円」 を「 ４万２，１００円」 に改

め、同条第２項中「 １００分の６１」 を「 １００分の６０」に、「 １００分の３

９」 を「 １００分の４０」 に改める。

 第１５条の８中「 および第１９条の２」 を「 、第１９条の２および第１９条

の４」 に、「 ６３万円」 を「 ６５万円」 に改める。

 第１５条の９各号列記以外の部分中「 第１９条の２」 の次に「 および第１９

条の４」 を加え、同条第２号イ中「 第７２条の３第１項」 の次に「 および第７
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２条の３の２第１項」 を加える。

第１５条の１２第１項第１号中「 １００分の２．４１」 を「 １００分の２．

２８」 に改める。

第１５条の１６中「 および第１９条の２」 を「 、第１９条の２および第１９

条の４」 に、「 １９万円」 を「 ２０万円」 に改める。

第１６条の４第１項第１号中「 １００分の２．５９」 を「 １００分の２．４

４」 に改め、同項第２号中「 １万７，０００円」 を「 １万６，６００円」 に改

める。

第１９条中「 次条各号」 の次に「 もしくは第１９条の４各号」 を加える。

第１９条の２の見出しを「（ 低所得者の保険料の減額）」 に改め、同条各号列

記以外の部分中「 ６３万円」 を「 ６５万円」に、「 １９万円」 を「 ２０万円」に

改め、同条第１号ア中「 ２万７，１６０円」 を「 ２万９，４７０円」 に改め、

同号ウ中「 １万１，９００円」 を「 １万１，６２０円」 に改め、同条第２号ア

中「 １万９，４００円」 を「 ２万１，０５０円」 に改め、同号ウ中「 ８，５０

０円」 を「 ８，３００円」 に改め、同条第３号ア中「 ７，７６０円」 を「 ８，

４２０円」 に改め、同号ウ中「 ３，４００円」 を「 ３，３２０円」 に改める。

第１９条の３の次に次の１条を加える。

（ 未就学児の被保険者均等割額の減額）

第１９条の４ 当該年度において、納付義務者の属する世帯に６歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前である被保険者（ 以下「 未就学児」という。）が

ある場合における当該未就学児に係る当該年度分の被保険者均等割額（ 第１

９条の２に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後



の被保険者均等割額） は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に定める額

  ア 第１９条の２第１号アに規定する金額を減額した世帯 ６，３１５円

  イ 第１９条の２第２号アに規定する金額を減額した世帯 １万５２５円

  ウ 第１９条の２第３号アに規定する金額を減額した世帯 １万６，８４

０円

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ２万１，０５０円

 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額

  ア 第１９条の２第１号イに規定する金額を減額した世帯 １，９８０円

  イ 第１９条の２第２号イに規定する金額を減額した世帯 ３，３００円

  ウ 第１９条の２第３号イに規定する金額を減額した世帯 ５，２８０円

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６，６００円

付 則

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

２ 改正後の第１４条の３、第１５条の４、第１５条の８、第１５条の９、第

１５条の１２、第１５条の１６、第１６条の４、第１９条、第１９条の２お

よび第１９条の４の規定は、令和４年度分の保険料から適用し、令和３年度

分までの保険料については、なお従前の例による。

 （ 説明） 基礎賦課額等の保険料率を改めるとともに、未就学児に係る保険料



を軽減するほか、規定を整備する必要がある。



資料No.２

第１回定例会　令和4年2月21日　午前10時開議

⑤ ⑥第１ 一般質問 藤原　正則（ 品　改20分） 　 湯澤　一貴（ 自　民20分）

第２ 第10号議案

第３ 第11号議案

第４ 第12号議案

第５ 第13号議案

第６ 第14号議案

第７ 第15号議案

第８ 第16号議案

第９ 第17号議案

第１０ 第18号議案

第１１ 第19号議案

第１２ 第20号議案

第１３ 第21号議案 厚生委員会付託
第１４ 第22号議案

第１５ 第23号議案

第１６ 第24号議案

第１７ 第25号議案

第１８ 第26号議案

第１９ 第27号議案

第２０ 第28号議案

第２１ 第29号議案

第２２ 第30号議案

第２３ 第31号議案 総務委員会付託
第２４ 第32号議案 厚生委員会付託
第２５ 第1号議案

第２６ 第2号議案

第２７ 第3号議案

第２８ 第4号議案

第２９ 第5号議案

第３０ 第6号議案

第３１ 第7号議案

第３２ 第8号議案

第３３ 第9号議案

副区長説明第１ 第33号議案

副区長説明第２ 第34号議案 厚生委員会付託

第３４

終了予定０： １５

追加議事日程

令和３年度品川区一般会計補正予算

議事日程（ ３）

請願・ 陳情の付託 請願  　６件（ 総１・ 建４・ 文１）
陳情　１６件（ 厚２・ 建１１・ 文１・ 行革２）

品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例

①　 動議により予算特別委員会設置
②　 議案を付託
③　 名簿により委員を選任
④　 本会議を休憩し、委員会を開催

≪ ≫　　 予算特別委員会正副委員長互選
⑤　 本会議を再開し、互選結果を報告

予算特別
委員会付託

学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正
する条例

文教委員会付託
幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例

一本橋保育園・ 児童センター改築工事請負契約

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

9件一括
議題

副区長説明

令和３年度品川区一般会計補正予算

予算特別
委員会付託

令和３年度品川区国民健康保険事業会計補正予算

令和３年度品川区後期高齢者医療特別会計補正予算

令和４年度品川区災害復旧特別会計予算

令和３年度品川区介護保険特別会計補正予算

令和４年度品川区一般会計予算

令和４年度品川区国民健康保険事業会計予算

令和４年度品川区後期高齢者医療特別会計予算

令和４年度品川区介護保険特別会計予算

品川区立シルバーセンター条例の一部を改正する条例

品川区住宅修築資金融資あつ旋条例の一部を改正する条例

建設委員会付託

品川区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例

品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一
部を改正する条例

品川区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

品川区法定外公共物管理条例の一部を改正する条例

品川区立公園条例の一部を改正する条例

品川区災害対策基本条例の一部を改正する条例

本会議運営（ 案）

議事日程（ ３）

23件一括
議題

副区長説明

品川区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に
関する条例の一部を改正する条例

総務委員会付託

品川区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

品川区職員定数条例の一部を改正する条例

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

品川区庁舎整備基金条例

品川区立家庭あんしんセンター条例の一部を改正する条例

文教委員会付託

品川区立就学前乳幼児教育施設条例の一部を改正する条例

品川区家庭的保育事業等の設備および運営の基準に関する条例の一
部を改正する条例

品川区特定教育・ 保育施設および特定地域型保育事業の運営の基準
に関する条例の一部を改正する条例



追 加 議 事 日 程

第 １ 回 定 例 会   令 和 ４ 年 ２ 月 ２ １ 日

第１ 第３３号議案  令和３年度品川区一般会計補正予算

第２ 第３４号議案  品川区国民健康保険条例の一部を改正する条例
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